
浜 松 市 教 育 委 員 会 会 議 次 第 

   令和５年１２月１９日（火） 

１４時００分 

教 育 委 員 会 室 

１ 開 会 

２ 前回会議録の報告及び承認 

３ 会議録署名人の決定（鈴木委員、黒栁委員） 

４ 会期の決定 

５ 議 事 

（１）議 案 

第 57 号議案 浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行規則及び浜松市立学校給食

センター条例施行規則の一部改正について 

                  （教育総務課、健康安全課）

（２）報 告 

 ア 令和５年度浜松市優秀教職員表彰について             （教職員課） 

イ 浜松市・市民ミュージアム浜北の臨時休館について         （文化財課） 

６ 閉 会 





第 ５ ７ 号  議  案   

令和５年１２月１９日提 出   

   浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則及び浜松市

立学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正につい

て 

 浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則及び浜松市立学校給食

センター条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。 

教育長  宮  﨑    正 

浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則及び浜松市立

学校給食センター条例施行規則の一部を改正する規則（案） 

 （浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正） 

第１条 浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則（平成１３年浜松

市教育委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

(1) 児童生徒の就学

に関すること。 

区役所の区民生活課

職員並びに舞阪、引

佐、三ヶ日、春野、

佐久間、水窪及び龍

山協働センターの職

員 

(2)・(3) （略）  

(4) 区内の通園・通

学バスの運行に関

すること。 

北、浜北及び天竜区

役所の区振興課職員

（旧春野地域自治

区、旧佐久間地域自

治区、旧水窪地域自

治区及び旧龍山地域

自治区の区域内に係

るものにあっては、

それぞれ当該区域内

に所在する協働セン

ターの職員） 

(5) （略）  

(6) スポーツ推進委 市民部長、文化振興

(1) 児童生徒の就学

に関すること。 

区役所の区民生活課

職員並びに行政セン

ター及び支所の職員 

(2)・(3) （略）  

(4) 区内の通園・通

学バスの運行に関

すること。 

浜名及び天竜区役所

の区振興課職員（旧

春野地域自治区、旧

佐久間地域自治区、

旧水窪地域自治区及

び旧龍山地域自治区

の区域内に係るもの

にあっては、それぞ

れ当該区域内に所在

する支所の職員）並

びに北行政センター

の職員 

(5) （略）  

(6) スポーツ推進委 市民部長、スポーツ
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員に関する事務の

総括に関すること。

担当部長、市民部次

長及び市民部スポー

ツ振興課職員 

(7) 区内のスポーツ

推進委員に関する

こと（東及び南区に

係るものを除く。）。

中、西、北、浜北及

び天竜区役所の区

長、副区長及びまち

づくり推進課職員

（旧舞阪地域自治

区、旧引佐地域自治

区、旧三ヶ日地域自

治区、旧春野地域自

治区、旧佐久間地域

自治区、旧水窪地域

自治区及び旧龍山地

域自治区の区域内に

係るものにあって

は、それぞれ当該区

域内に所在する協働

センターの職員） 

(8) 区内のスポーツ

推進委員に関する

こと（東及び南区に

係るものに限る。）。

東及び南区役所の区

長、副区長及び区民

生活課職員 

(9) スポーツ推進審

議会に関すること。

市民部長、文化振興

担当部長、市民部次

長及び市民部スポー

ツ振興課職員 

(10)・(11) （略） 

(12) 区内で活動す

る社会教育関係団

体に関する事務の

調整に関すること。

西、北及び天竜区役

所の区長、副区長及

びまちづくり推進課

職員 

(13) 区内で活動す

る社会教育関係団

体（東及び南区の区

域内で活動する社

会教育関係団体を

除く。）に関するこ

と。 

中、西、北、浜北及

び天竜区役所の区

長、副区長及びまち

づくり推進課職員

（旧舞阪地域自治

区、旧引佐地域自治

区、旧三ヶ日地域自

治区、旧春野地域自

治区、旧佐久間地域

自治区、旧水窪地域

自治区及び旧龍山地

域自治区の区域内に

係るものにあって

は、それぞれ当該区

域内に所在する協働

センターの職員） 

(14) 区内で活動す

る社会教育関係団

体（東及び南区の区

域内で活動する社

東及び南区役所の区

長、副区長及び区民

生活課職員 

員に関する事務の

総括に関すること。

振興担当部長、市民

部次長及び市民部ス

ポーツ振興課職員 

(7) 区内のスポーツ

推進委員に関する

こと。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員（旧舞阪地

域自治区、旧引佐地

域自治区、旧三ヶ日

地域自治区、旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員）並びに

行政センターの職員 

(8) スポーツ推進審

議会に関すること。

市民部長、スポーツ

振興担当部長、市民

部次長及び市民部ス

ポーツ振興課職員 

(9)・(10) （略） 

(11) 区内で活動す

る社会教育関係団

体に関する事務の

調整に関すること。

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員並びに西及

び北行政センターの

職員 

(12) 区内で活動す

る社会教育関係団

体に関すること。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員（旧舞阪地

域自治区、旧引佐地

域自治区、旧三ヶ日

地域自治区、旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員）並びに

行政センター職員 
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会教育関係団体に

限る。）に関するこ

と。 

(15) 社会教育の講

座及び図書に関す

る事務（協働センタ

ー及びふれあいセ

ンターに係るもの

に限る。）の総括に

関すること。 

 （略） 

(16) 区内の社会教

育の講座及び図書

に関する事務（協働

センター及びふれ

あいセンターに係

るものに限る。）の

調整に関すること。

西、北及び天竜区役

所の区長、副区長及

びまちづくり推進課

職員 

(17) 区内の社会教

育の講座及び図書

に関すること（協働

センター及びふれ

あいセンターに係

るものに限る。）（東

及び南区に係るも

のを除く。）。 

中、西、北、浜北及

び天竜区役所の区

長、副区長及びまち

づくり推進課職員

（旧舞阪地域自治

区、旧引佐地域自治

区、旧三ヶ日地域自

治区、旧春野地域自

治区、旧佐久間地域

自治区、旧水窪地域

自治区及び旧龍山地

域自治区の区域内に

係るものにあって

は、それぞれ当該区

域内に所在する協働

センターの職員） 

(18) 区内の社会教

育の講座及び図書

に関すること（協働

センターに係るも

のに限る。）（東及

び南区に係るもの

に限る。）。 

東及び南区役所の区

長、副区長及び区民

生活課職員 

(19) （略） 

(20) 区内の文化財

の保護及び活用に

関する事務（埋蔵文

化財に係るものを

除く。）の調整に関

すること。 

西、北及び天竜区役

所の区長、副区長及

びまちづくり推進課

職員 

(21) 区内の文化財

（東及び南区の区

域内の文化財を除

く。）の保護及び活

用に関すること（埋

中、西、北、浜北及

び天竜区役所の区

長、副区長、まちづ

くり推進課職員並び

に旧舞阪地域自治

(13) 社会教育の講

座及び図書に関す

る事務（支所、協働

センター及びふれ

あいセンターに係

るものに限る。）の

総括に関すること。

 （略） 

(14) 区内の社会教

育の講座及び図書

に関する事務（支

所、協働センター及

びふれあいセンタ

ーに係るものに限

る。）の調整に関す

ること。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員並びに西及

び北行政センターの

職員 

(15) 区内の社会教

育の講座及び図書

に関すること（支

所、協働センター及

びふれあいセンタ

ーに係るものに限

る。）。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員（旧舞阪地

域自治区、旧引佐地

域自治区、旧三ヶ日

地域自治区、旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員）並びに

行政センターの職員 

(16) （略） 

(17) 区内の文化財

の保護及び活用に

関する事務（埋蔵文

化財に係るものを

除く。）の調整に関

すること。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員並びに西及

び北行政センターの

職員 

(18) 区内の文化財

の保護及び活用に

関すること（埋蔵文

化財に係るものを

除く。）。 

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員並びに行政

センターの職員並び

に旧舞阪地域自治
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蔵文化財に係るも

のを除く。）。 

区、旧引佐地域自治

区、旧三ヶ日地域自

治区、旧春野地域自

治区、旧佐久間地域

自治区、旧水窪地域

自治区及び旧龍山地

域自治区の区域内に

係るものにあって

は、それぞれ当該区

域内に所在する協働

センターの職員 

(22) 区内の文化財

（東及び南区の区

域内の文化財に限

る。）の保護及び活

用に関すること（埋

蔵文化財に係るも

のを除く。）。 

東及び南区役所の区

長、副区長及び区民

生活課職員 

(23)～(25) （略） 

(26) 浜松市舞阪郷

土資料館、浜松市姫

街道と銅鐸の歴史

民俗資料館及び浜

松市・市民ミュージ

アム浜北に関する

こと。 

西、北及び浜北区役

所の区長、副区長及

びまちづくり推進課

職員 

(27) 浜松市春野歴

史民俗資料館及び

浜松市水窪民俗資

料館に関すること。

天竜区役所の区長、

副区長並びに旧春野

地域自治区及び旧水

窪地域自治区の区域

内に係るものにあっ

ては、それぞれ当該

区域内に所在する協

働センターの職員 

(28) 区内の博物館

事業（西、北、浜北

及び天竜区に係る

ものに限る。）に関

すること。 

西、北、浜北及び天

竜区役所の区長、副

区長、まちづくり推

進課職員並びに旧舞

阪地域自治区、旧引

佐地域自治区、旧三

ヶ日地域自治区、旧

春野地域自治区、旧

佐久間地域自治区、

旧水窪地域自治区及

び旧龍山地域自治区

の区域内に係るもの

区、旧引佐地域自治

区、旧三ヶ日地域自

治区、旧春野地域自

治区、旧佐久間地域

自治区、旧水窪地域

自治区及び旧龍山地

域自治区の区域内に

係るものにあって

は、それぞれ当該区

域内に所在する支所

の職員 

(19)～(21) （略） 

(22) 浜松市舞阪郷

土資料館に関する

こと。 

中央区役所の区長及

び副区長並びに西行

政センターの職員 

(23) 浜松市姫街道

と銅鐸の歴史民俗

資料館に関するこ

と。 

浜名区役所の区長及

び副区長並びに北行

政センターの職員 

(24) 浜松市・市民

ミュージアム浜北

に関すること。 

浜名区役所の区長、

副区長及びまちづく

り推進課職員 

(25) 浜松市春野歴

史民俗資料館及び

浜松市水窪民俗資

料館に関すること。

天竜区役所の区長及

び副区長並びに旧春

野地域自治区及び旧

水窪地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員 

(26) 区内の博物館

事業に関すること。

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員並びに西及

び北行政センターの

職員並びに旧舞阪地

域自治区、旧引佐地

域自治区、旧三ヶ日

地域自治区、旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区
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にあっては、それぞ

れ当該区域内に所在

する協働センターの

職員 

(29) （略） 

(30) 区内の学校の

用に供する財産の

管理に関すること。

区役所の区振興課職

員並びに旧引佐地域

自治区、旧三ヶ日地

域自治区、旧春野地

域自治区、旧佐久間

地域自治区、旧水窪

地域自治区及び旧龍

山地域自治区の区域

内に係るものにあっ

ては、それぞれ当該

区域内に所在する協

働センターの職員 

(31) 区内の教職員

住宅に関すること。

天竜区役所の区振興

課職員並びに旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

協働センターの職員 

(32) 小中学校スポ

ーツ施設の利用に

関する事務の総括

に関すること。 

市民部長、文化振興

担当部長、市民部次

長及び市民部スポー

ツ振興課職員 

(33) 区内の小中学

校スポーツ施設（東

及び南区の区域内

の小中学校スポー

ツ施設を除く。）の

利用に関すること。

中、西、北、浜北及

び天竜区役所の区

長、副区長及びまち

づくり推進課職員

（旧春野地域自治

区、旧佐久間地域自

治区及び旧水窪地域

自治区の区域内に係

るものにあっては、

それぞれ当該区域内

に所在する協働セン

ターの職員） 

(34) 区内の小中学

校スポーツ施設（東

及び南区の区域内

の小中学校スポー

ツ施設に限る。）の

利用に関すること。

東及び南区役所の区

長、副区長及び区民

生活課職員 

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員 

(27) （略） 

(28) 区内の学校の

用に供する財産の

管理に関すること。

区役所の区振興課職

員並びに行政センタ

ーの職員並びに旧引

佐地域自治区、旧三

ヶ日地域自治区、旧

春野地域自治区、旧

佐久間地域自治区、

旧水窪地域自治区及

び旧龍山地域自治区

の区域内に係るもの

にあっては、それぞ

れ当該区域内に所在

する支所の職員 

(29) 区内の教職員

住宅に関すること。

天竜区役所の区振興

課職員並びに旧春野

地域自治区、旧佐久

間地域自治区、旧水

窪地域自治区及び旧

龍山地域自治区の区

域内に係るものにあ

っては、それぞれ当

該区域内に所在する

支所の職員 

(30) 小中学校スポ

ーツ施設の利用に

関する事務の総括

に関すること。 

市民部長、スポーツ

振興担当部長、市民

部次長及び市民部ス

ポーツ振興課職員 

(31) 区内の小中学

校スポーツ施設の

利用に関すること。

区役所の区長、副区

長及びまちづくり推

進課職員（旧春野地

域自治区、旧佐久間

地域自治区及び旧水

窪地域自治区の区域

内に係るものにあっ

ては、それぞれ当該

区域内に所在する支

所の職員）並びに行

政センターの職員 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

 （浜松市立学校給食センター条例施行規則の一部改正） 
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第２条 浜松市立学校給食センター条例施行規則（平成１７年浜松市教育委員会規則第 

２６号）の一部を次のように改正する。 

改正前 改正後 

（実施学校） （実施学校） 

第２条 浜松市立学校給食センターが学校給

食を実施する学校は、次のとおりとする。 

第２条 浜松市立学校給食センターが学校給

食を実施する学校は、次のとおりとする。 

名称 実施学校 

浜松市浜北学校

給食センター 

浜北区の区域内の小学校

及び中学校 

浜松市天竜学校

給食センター 

旧天竜地域自治区（浜松

市区及び地域自治区の設

置等に関する条例の一部

を改正する条例（平成21

年浜松市条例第48号）第2

条の規定による改正前の

浜松市区及び地域自治区

の設置等に関する条例

（平成18年浜松市条例第

78号。以下「旧区設置条

例」という。）第16条第1

項第3号アに規定する天

竜地域自治区をいう。）の

区域内の幼稚園、小学校

及び中学校並びに浜松市

立佐久間幼稚園、浜松市

立佐久間小学校及び浜松

市立佐久間中学校 

浜松市雄踏学校

給食センター 

旧雄踏地域自治区（旧区

設置条例第16条第1項第1

号ウに規定する雄踏地域

自治区をいう。）の区域内

の幼稚園、小学校及び中

学校 

浜松市引佐学校

給食センター 

旧引佐地域自治区（旧区

設置条例第16条第1項第2

号ウに規定する引佐地域

名称 実施学校 

浜松市浜北学校

給食センター 

浜松市立浜名小学校、浜松

市立内野小学校、浜松市立

北浜小学校、浜松市立北浜

北小学校、浜松市立北浜南

小学校、浜松市立伎倍小学

校、浜松市立北浜東小学

校、浜松市立中瀬小学校、

浜松市立赤佐小学校、浜松

市立麁玉小学校、浜松市立

新原小学校、浜松市立浜名

中学校、浜松市立北浜中学

校、浜松市立北浜東部中学

校、浜松市立浜北北部中学

校及び浜松市立麁玉中学

校 

浜松市天竜学校

給食センター 

浜松市立二俣幼稚園、浜松

市立光明幼稚園、浜松市立

竜川幼稚園、浜松市立熊幼

稚園、浜松市立上阿多古幼

稚園、浜松市立下阿多古幼

稚園、浜松市立佐久間幼稚

園、浜松市立二俣小学校、

浜松市立光明小学校、浜松

市立上阿多古小学校、浜松

市立下阿多古小学校、浜松

市立熊小学校、浜松市立横

山小学校、浜松市立佐久間

小学校、浜松市立清竜中学

校、浜松市立光が丘中学校

及び浜松市立佐久間中学

校 

浜松市雄踏学校

給食センター 

浜松市立舞阪幼稚園、浜松

市立雄踏幼稚園、浜松市立

雄踏小学校及び浜松市立

雄踏中学校 

浜松市引佐学校

給食センター 

浜松市立浦川幼稚園、浜松

市立引佐幼稚園、浜松市立

金指幼稚園、浜松市立奥山
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自治区をいう。）の区域内

の幼稚園、小学校及び中

学校並びに浜松市立浦川

幼稚園及び浜松市立浦川

小学校 

浜松市春野学校

給食センター 

旧春野地域自治区（旧区

設置条例第16条第1項第3

号イに規定する春野地域

自治区をいう。）の区域内

の幼稚園、小学校及び中

学校 

幼稚園、浜松市立伊平幼稚

園、浜松市立引佐北部みさ

と幼稚園、浜松市立井伊谷

小学校、浜松市立金指小学

校、浜松市立奥山小学校、

浜松市立浦川小学校、浜松

市立引佐北部小学校、浜松

市立引佐南部中学校及び

浜松市立引佐北部中学校 

浜松市春野学校

給食センター 

浜松市立犬居幼稚園、浜松

市立気田幼稚園、浜松市立

犬居小学校、浜松市立気田

小学校及び浜松市立春野

中学校 

  備考 改正箇所は、下線が引かれた部分である。 

   附 則 

 この規則は、令和６年１月１日から施行する。 
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（第５７号議案の説明資料） 

教育総務課  

浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則及び浜松市

立学校給食センター条例施行規則の一部改正について 

（提案理由） 

  行政区再編に伴う区名変更及び組織再編に対応するため、浜松市教育委員会の権限に

属する事務の補助執行に関する規則及び浜松市立学校給食センター条例施行規則の一部

を改正するものです。 

（改正内容） 

  第１条 浜松市教育委員会の権限に属する事務の補助執行に関する規則の一部改正

    別表中、補助執行事務の名称及び補助執行職員の名称について、区役所名の修正、

行政センター及び支所への修正、文化振興担当部長からスポーツ振興担当部長への

変更を行うものです。

第２条 浜松市立学校給食センター条例施行規則の一部改正

    規則第２条の表中、「実施学校名」の欄に記載の学校名の表記について、区域に依

拠した表記から各学校名を列記する表記に改めるものです。    

（施行期日） 

  この規則は、令和６年１月１日から施行するものです。
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教職員課
１　幼稚園

番号 園　名 職種 氏　　　　名 性別 分　野 (分野)

1 三方原 教諭 生熊　真希 女 ア ク ア　保育・学習指導

2 北浜中央 教諭 柴田 めぐみ 女 ア カ ク イ　生徒指導・進路指導

3 熊 教諭 坂本　浩子 女 ア ウ　体育・保健・給食

エ　特別活動・部活動

２　小学校 オ　発達支援教育

番号 校　名 職種 氏　　　　名 性別 分　野 カ　地域連携

1 相　生 養護教諭 石岡　公香 女 ウ ケ キ　国際交流

2 佐　藤 教諭 八幡　美和 女 オ ク　学校事務・学校運営・組織

3 新　津 主幹教諭 森　　 英仁 男 ア ケ

4 河　輪 教諭 大石　広美 女 ア

5 笠　井 教諭 水元 まり子 女 ア ケ

6 豊　岡 教諭 小栗　志介 男 オ ク ケ

7 伊佐見 教諭 川合　弘志 男 ア イ

8 和　地 養護教諭 木下 　　香 女 イ ウ 【校種・男女別人数】

9 村　櫛 教諭 鈴木 　　亨 男 ア イ カ ク 校種

10 与進北 教諭 磯部　真代 女 カ ケ

11 佐鳴台 教諭 貝谷 真紀子 女 オ

12 芳川北 養護教諭 鈴木 美智子 女 ウ オ

13 舞　阪 教諭 梅村　友之 男 ウ ク ケ

14 北　浜 教諭 佐々木 麻美 女 ア ケ

15 北浜南 教諭 東条　美里 女 ア イ

16 二　俣 教諭 岡田　　 朗 男 ア イ ケ

17 上阿多古 教諭 二橋 久美子 女 ア イ ケ

18 佐久間 教諭 大渡　和正 男 ア カ ク ケ

19 三ヶ日西 教諭 鈴木 美也子 女 アケ

合計

番号 校　名 職種 氏　　　　名 性別 分　野

1 東部 事務職員 鈴木 智恵子 女 ク 【職種別人数】

2 曳馬 主幹教諭 廣田　憲一 男 ア エ ク

3 天竜 養護教諭 大城　清美 女 イ ウ

4 北星 教諭 岡田　真明 男 ア イ エ

5 湖東 教諭 山崎　祐子 女 ア イ 

6 江南 教諭 大嶋　克彦 男 オ

7 中郡 教諭 鈴木　彰弘 男 イ カ ケ

8 富塚 教諭 村松　郁枝 女 ア

9 麁玉 教諭 下田　由実 女 ア ケ

10 光が丘 教諭 高柳 もと子 女 ア ケ

※　表彰式

（日時）

番号 校　名 職種 氏　　　　名 性別 分　　　　野

1 市立 教諭 曾布川 美乃里 女 ア ウ （会場）

　教育センター

３　中学校

　令和５年12月12日（火）午後３時～

報告 ア

事務職員 1 △ 2

合計 33 △ 14

養護教諭 4 △ 1

栄養教諭 0 △ 1

主幹教諭 2 1

教諭 26 △ 11

33 △ 14

職種 小計 前年度比

男女比
男計 11 △ 2

女計 22 △ 12

高校
男 0

1 0
女 1

中学校
男 4

10 △ 4
女 6

小学校
男 7

19 △ 10
女 12

幼稚園
男 0

3 0
女 3

男女 計 小計 前年度比

ケ　その他（他の教職員の模範）

令和５年度浜松市優秀教職員表彰について

４　高等学校
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1 

報告イ 

浜松市・市民ミュージアム浜北の臨時休館について 

文化財課  

１ 概要 

・浜松市・市民ミュージアム浜北が所在する浜松市浜北文化センターでは、大規模改修

工事（令和６年５月着工予定）による施設全体の利用停止に伴い、令和６年４月に施

設内の物品等を外部へ移設する予定である。 

・市民ミュージアム浜北は、浜松市博物館の分館として歴史的な資料を多数所蔵してお

り、それらの資料には慎重な取扱いが求められるため、資料等の移設の準備作業に時

間を要する。 

・そのため、浜北文化センター全体の利用停止期間前に、移設準備作業期間を確保する

ため臨時休館する。 

２ 臨時休館の期間 

・令和６年１月 16 日（火）から同年３月 31 日（日）まで 

※１月 15日（月）は通常の休館日 

【参考】 浜北文化センター本館・北館（市民ミュージアム浜北を含む）利用停止期間 

 令和６年４月１日（月）から令和７年６月 30 日（月）までの予定 

３ 物品の移設に向けた作業の内容 

・展示の撤収 

・収蔵資料の点検 

・収蔵資料や物品の分別・養生・梱包 

・移動先の確認（荷札付け） 

・廃棄物品の確認 等 

４ 臨時休館の周知の方法 

・広報はままつ１月号に掲載 

・浜松市博物館ホームページに掲載 

・指定管理者（浜松市文化振興財団）ホームページに掲載 

・施設内に掲示 

５ 浜松市・市民ミュージアム浜北の施設概要 

・所在地：浜松市浜北区貴布祢 291 番地の１ 

・浜松市浜北文化センター（鉄筋コンクリート３階建て）の１階及び２階の一部 

・延べ床面積：758 ㎡ 
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